
平成２９年９月６日

青森県教育委員会第８２４回定例会



期 日 平成２９年９月６日（水）

場 所 教育庁教育委員会室

会 議 次 第

１ 開 会

２ 議 案

○議案第１号 平成29年度青森県教育委員会の事務の点検及び評

価に関する報告書について …………………………… １

○議案第２号 青森県社会教育委員の人事について ………………… ２

３ その他

○職員の懲戒処分の状況について ……………………………………… ３

４ 閉 会



議案第１号 
 
 
 

平成２９年度青森県教育委員会の事務の点検及び 

評価に関する報告書について 

 

 

 

 平成２９年度青森県教育委員会の事務の点検及び評価に関する報告書

を、別冊のとおり作成する。 
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議案第２号                  

 
青森県社会教育委員の人事について 

 

青森県社会教育委員の人事を次のとおり行う。 

 

                         西 中   学 

 青森県社会教育委員の委嘱を解く 

                           川 康 久 

 青森県社会教育委員を委嘱する 

 任期は平成２９年９月７日から平成３０年１０月１８日までとする 

   

平成２９年９月６日 

                       青森県教育委員会 
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［その他］ 

職員の懲戒処分の状況について 

平成２９年９月（８月１日～８月３１日分） 

 

        青森県教育委員会 

 

事案１ ①被 処 分 者  西北地域の高等学校 講師（３３歳 男性） 

    ②事件の概要等  物損事故 

・平成２９年６月２０日（火）午後５時２０分頃 

・五所川原市内のコンビニエンスストア駐車場内 

・駐車場から出ようと車を後進させたところ、２台隣の駐車スペースか

ら後進してきた車と衝突したもの。 

③処 分 内 容  戒告 

④処分年月日  平成２９年８月７日 

⑤そ の 他  平成２９年３月２９日に速度超過を起こしているこ

とから量定を加重 

事案２ ①被 処 分 者  西北地域五所川原市の小学校 教頭（５６歳 男性） 

    ②事件の概要等  人身事故（治療期間が１５日未満） 

・平成２９年４月２１日（金）午後０時２分頃 

・青森市内の県道 

・自動車を運転中、前方車両が赤信号で停車中であったことから、減速

してブレーキを踏んだが、ブレーキへの力が足りなかったため、前方

車両に追突したもの。 

・事故の相手方（女性１名 約１週間の加療） 

③処 分 内 容  戒告 

④処分年月日  平成２９年８月１７日 

⑤そ の 他  平成２６年６月２日に速度超過を起こしていること

から量定を加重 
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事案３ ①被 処 分 者  中南地域弘前市の中学校 教諭（５２歳 男性） 

    ②事件の概要等  無車検・無保険運行 

・平成２８年１０月１２日（水）午後６時４８分頃 

・弘前市内の県道 

・警察官から職務質問を受けた際、自動車検査証及び自動車損害賠償責

任保険が失効した状態で自動車を運行していたことが判明したもの。 

・平成２９年４月１４日（金）、道路運送車両法違反等で刑事処分（略

式命令による罰金刑３０万円）を受けた。 

③処 分 内 容  減給２月 

④処分年月日  平成２９年８月３１日 
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第８２４回定例会（平成２９年９月）

●議案第２号

青森県社会教育委員の人事について P１～３
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青森県社会教育委員設置条例 

昭和２７年４月１日  

青森県条例第２４号  

 

改正 昭和４６年 ３月２０日条例第２６号 

平成１１年１２月２４日条例第５９号 

平成１９年 ３月２３日条例第４２号 

平成２６年 ３月２６日条例第５６号 

 

 青森県社会教育委員設置条例をここに公布する。 

 

青森県社会教育委員設置条例 

 （設置） 

第１条 社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第１５条第１項の規定に基づき、

青森県社会教育委員（以下「委員」という。）を置く。 

 （委嘱の基準） 

第２条 委員の委嘱の基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資

する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱することとする。 

 （定数） 

第３条 委員の定数は、１２人以内とする。 

 （任期等） 

第４条 委員の任期は、２年とする。 

２ 前項の任期は、委嘱の日からこれを起算する。 

３ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 教育委員会は、特別の事由があるときは、委員の委嘱を解くことができる。 

 （雑則） 

第５条 この条例の定めるものの外、必要な事項は教育委員会規則でこれを定める。 

 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（昭和４６年条例第２６号） 

１ この条例は、昭和４６年４月１日から施行する。 

２ この条例による青森県社会教育委員（以下「委員」という。）の定数の改正に伴い委嘱される

委員の任期は、この条例の施行の際現に委嘱されている委員の任期満了の日までとする。 

   附 則(平成１１年条例第５９号)抄 

１ この条例は、平成１２年４月１日から施行する。 

     附 則(平成１９年条例第４２号) 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則(平成２６年条例第５６号) 

 この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

参 考 資 料 

議案第２号関係 
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関係規定 

 

 社会教育法抜粋 

 

（社会教育委員の設置）  

第１５条 都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。  

 ２ 社会教育委員は、教育委員会が委嘱する。  

 

（社会教育委員の職務）  

第１７条 社会教育委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため、次の職務を行

う。  

  一 社会教育に関する諸計画を立案すること。  

  二 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を 

述べること。  

  三 前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。  

 ２ 社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べること 

ができる。  

 ３ 市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育 

に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者 

に対し、助言と指導を与えることができる。  

 

（社会教育委員の委嘱の基準等）  

第１８条 社会教育委員の委嘱の基準、定数及び任期その他社会教育委員に関し必要な

事項は、当該地方公共団体の条例で定める。この場合において、社会教育委員の委嘱

の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。  

参 考 資 料 

議案第２号関係 
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